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■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝問い合わせ　 ＝IP電話

確 定 申 告

申
告
が
必
要
な
人

申
告
に
必
要
な
も
の

□
申
告
書
（
送
付
さ
れ
て
い
る
人
は
必
ず

　

ご
持
参
く
だ
さ
い
）

□
認
印
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
印
鑑
）

□
源
泉
徴
収
票
（
給
与
収
入
も
し
く
は
年

　

金
収
入
の
あ
る
人
。
コ
ピ
ー
は
不
可
）

□
社
会
保
険
料
納
付
確
認
書
（
国
民
健
康

　

保
険
料･

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

　

介
護
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
人
に
は

　

１
月
中
旬
に
発
送
予
定
）

※
国
民
年
金
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

　

送
付
さ
れ
た
控
除
証
明
書
を
、
必
ず

　

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

□
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

　

の
控
除
証
明
書

□
医
療
費
の
領
収
書
（
22
年
中
に
支
払
っ

　

た
原
本
。受
診
者
、医
療
機
関
ご
と
に
集

　

計
し
、明
細
書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
）

□
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど
（
障
害

　

者
控
除
を
受
け
る
人
）

□
収
支
内
訳
書
（
農
業
や
事
業
、
不
動
産

　

所
得
の
あ
る
人
）

□
寄
附
金
控
除
証
明
書

　
（
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人
）

□
住
宅
借
入
金
控
除
関
係
書
類
（
住
宅
借

　

入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
人
）

□
そ
の
ほ
か
の
所
得
や
経
費
の
証
明
書
類

□
還
付
を
受
け
る
人
は
、
申
告
者
本
人
の

　

金
融
機
関
の
口
座
が
わ
か
る
も
の

◎
所
得
税

●
事
業
所
得（
営
業
、
農
業
）や
不
動

　

産
所
得
な
ど
が
あ
り
、
所
得
金
額

　

が
所
得
控
除
額
を
上
回
る
人

●
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

●
年
末
調
整
済
み
の
給
与
以
外
に
、

　

20
万
円
を
超
え
る
所
得
ま
た
は
給

　

与
収
入
が
あ
る
人（
20
万
円
以
下
の

　

場
合
は
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
）

●
譲
渡
所
得
が
あ
り
、
特
別
控
除
や

　

特
例
な
ど
の
適
用
を
受
け
る
人

●
年
末
調
整
を
済
ま
せ
て
い
な
い
給

　

与
ま
た
は
年
金
収
入
が
あ
り
、
所

　

得
税
の
納
付
も
し
く
は
源
泉
徴
収

　

税
の
還
付
を
受
け
る
人

●
医
療
費
控
除
や
雑
損
控
除
、
寄
附

　

金
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

　

除
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
人

●
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
の
内
容（
扶

　

養
控
除
な
ど
）を
変
更
す
る
人  

な
ど

◎
市
県
民
税

●
年
末
調
整
済
み
の
給
与
以
外
に
、

　

20
万
円
以
下
の
所
得
ま
た
は
給
与

　

収
入
が
あ
る
人

●
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

　

あ
り
、
所
得
金
額
が
市
県
民
税
の

　

控
除（
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料

　

控
除
な
ど
の
合
計
）を
上
回
る
人

●
所
得
が
な
い
人
で
、課
税
上
だ
れ
の   

　

扶
養
に
も
入
ら
な
い
人（
国
民
健
康

　

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、申
告

　

を
さ
れ
な
い
と
国
民
健
康
保
険
料

　

の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）  
な
ど

所
得
税
の
申
告
を
行
っ
た
人
は
、市
県
民
税

の
申
告
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

２
月
16
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈫

確
定
申
告
は
お
早
め
に

　

平
成
23
年
度
市
県
民
税
と
平
成
22
年
分
所
得
税
の

申
告
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　

期
間
中
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、必
要
書
類

の
準
備
や
、
事
前
申
告
の
利
用
な
ど

早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
税
課

☎
０
７
４
８

－

24

－

５
６
０
４

０
５
０
５

－

８
０
１

－

５
６
０
４

市
県
民
税
・
所
得
税

　

次
の
所
得
な
ど
に
関
す
る
申
告
は
、

市
役
所
・
支
所
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

近
江
八
幡
税
務
署
で
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

①
譲
渡
所
得

　

土
地
・
建
物
の
売
買
や
株
式
の
取
引
に

　

よ
る
収
入
な
ど
の
申
告
。
上
場
株
式
な

　

ど
に
係
る
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
お
よ

　

び
繰
越
控
除
。

②
配
当
所
得

　

上
場
株
式
な
ど
の
配
当
な
ど
で
申
告
分

　

離
課
税
の
適
用
を
選
択
し
た
も
の
。

③
青
色
申
告

④
Ｆ
Ｘ
（
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
）

⑤（
特
定
増
改
築
等
）住
宅
借
入
金
等
特

　

別
控
除

　

新
た
に（
特
定
増
改
築
等
）住
宅
借
入

　

金
等
特
別
控
除
や
住
宅
耐
震
改
修
、

　

住
宅
特
定
改
修
、
認
定
長
期
優
良
住
宅

　

新
築
等
特
別
税
額
控
除
を
申
告
す
る

　

場
合
。

の
事前申告を

ぜひご利用

ください！

税
務
署
で
申
告
を
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情報ステーション

情報ステーション

会　場 期　日 時　間
アピアホール
（ショッピングプラザアピア４階）

１月31日㈪
　　　～２月２日㈬ 10:00～12:00

13:00～15:30やわらぎホール（能登川支所隣） ２月３日㈭・４日㈮

あかね文化ホール（蒲生支所隣） ２月７日㈪

「公的年金等の源泉徴収票」が交付されます
　１月下旬から２月上旬にかけて、国民年金や厚生年金などの老齢年金受給者
に平成22年分の「公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送付されま
す。この源泉徴収票は申告時に必要ですので大切に保管してください（紛失
されると再交付に相当の日数を必要とする場合があります）。なお、障害年金
や遺族年金は課税対象ではありませんので、「源泉徴収票」は交付されません。

事前申告をぜひご利用ください
年金が主な収入の人は･･･

会　場 期　日
アミティーあかね ２月３日㈭９:00～12:00
御園コミュニティセンター ２月４日㈮９:00～12:00
玉緒コミュニティセンター ２月７日㈪９:00～12:00

アピアホール
（ショッピングプラザアピア４階）

２月８日㈫～15日㈫
10:00～12:00、13:00～15:30
（２月11日㈷～13日㈰は除く）

永源寺・湖東・能登川各支所 ２月９日㈬・10日㈭
五個荘・愛東・蒲生各支所 ２月14日㈪・15日㈫
※各支所は、年金所得の人および還付申告の人が対象です。
※各支所での受付時間は、すべて９:00～12:00、13:00～17:00です。

申告の準備ができた人は･･･

　

八
日
市
地
域
は
八
日
市
文
化
芸
術
会
館

お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
、

永
源
寺
・
五
個
荘
・
愛
東
・
湖
東
・
能
登
川
・

蒲
生
の
各
地
域
は
各
支
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
会

場
で
す
。
居
住
地
以
外
の
会
場
で
も
申
告
の

受
付
は
で
き
ま
す
が
、
混
雑
緩
和
の
た
め
、

で
き
る
だ
け
居
住
地
域
の
会
場
に
お
越
し

く
だ
さ
い
（
※
３
月
５
日
、
12
日
を
除
く

土
・
日
は
申
告
の
受
付
が
あ
り
ま
せ
ん
）。

●
受
付
時
間
・
申
告
相
談
日
程
表

　

８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
昼
間
は
仕
事
が
あ
っ
て
行
け
な
い
」

と
い
う
場
合
な
ど
に
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

２
月
16
日
㈬
〜
28
日
㈪

　

※
た
だ
し
、
土
・
日
を
除
く
。

　

時
間
は
す
べ
て
午
後
６
時
〜
午
後
８
時

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

　

平
日
や
夜
間
に
行
け
な
い
場
合
に
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

夜
間
の
申
告
受
付

土
曜
日
の
申
告
受
付

申
告
受
付
の
会
場
と
日
程

　

税
理
士
会
が
対
応
す
る
相
談
会
で
す
。

案
内
が
届
い
た
人
は
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期　日 会　場

２月17日㈭ 愛東商工会館

２月21日㈪ 湖東商工会館

２月21日㈪ 能登川商工会館

２月22日㈫ 永源寺地域産業振興会館

２月22日㈫ 蒲生商工会館

２月28日㈪ 五個荘支所

２月23日㈬～25日㈮ 八日市商工会議所
受付時間は、すべて9:00～12:00、13:00～15:00

◎障害者控除の対象になる場合
　介護保険法による要介護認定を受け
ている人で、認知症や寝たきり度が重
度の満65歳以上の人が対象となります。
市発行の『障害者控除対象者認定書』
が必要です。
◎おむつの費用が医療費控除の対象
になる場合
　寝たきりの状態で治療上おむつの使
用が必要な場合は、おむつ代が控除の対
象になります。初めて控除を受ける人は、
医療機関の『おむつ使用証明書』、２年目
以降の人は市発行の『確認書』が必要で
す。なお、２年目以降でも市でおむつの
使用が確認できない場合は、『おむつ使
用証明書』が必要になる場合があります。

＊上記の手続きについては、確定申告
の前に下記の窓口でお願いします。

長寿福祉課　
　☎0748-24-5678　 0505-801-5678
　もしくは各支所福祉グループ

を受けている人の控除

護保険の要介護認定介

※
今
回
の
受
付
か
ら
八
日
市
地
域
の

会
場
が
市
役
所
別
館
か
ら
八
日
市
文

化
芸
術
会
館
に
変
更
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
３
月
１
日
〜
15
日
の
申

告
会
場
は
八
日
市
文
化
芸
術
会
館
の

み
と
な
り
、
各
支
所
で
の
受
付
は
行

い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

３
月
５
日
㈯
、
３
月
12
日
㈯

　

午
前
９
時
〜
正
午
、午
後
１
時
〜
３
時

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

●
所
得
税
の
申
告
は
、
郵
送
で
も
提
出

　

で
き
ま
す
。ま
た
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ（http://w
w
w
.nta.go.jp

）
の「
確

　

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
金

　

額
な
ど
の
項
目
を
入
力
す
る
こ
と
で
申

　

告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

●
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の
様
式
は
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w
w
w
.city.

　
higashiom

i.shiga.jp

）
に
掲
載
し
て

　

い
ま
す
。
印
刷
後
、
自
分
で
記
入
し
て

　

ご
提
出
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
の
提
出
も

　

で
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
書
を
作
成

小
規
模
事
業
者
・

消
費
税
新
規
課
税
事
業
者
相
談
会

申
告
を
ス
ム
ー
ズ
に
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申告受付
　日程と会場

受付日
（土・日・祝日は除く） 会場・受付時間（12:00～13:00は除く）

２
月

３日㈭ アミティーあかね　　　　　９:00～12:00
４日㈮ 御園コミュニティセンター　９:00～12:00
７日㈪ 玉緒コミュニティセンター　９:00～12:00
８日㈫ アピアホール（ショッピングプラザアピア４階）　10:00～15:30
９日㈬ 永源寺支所　湖東支所　能登川支所

　９:00～17:00 アピアホール（ショッピングプラザアピア４階）
　10:00～15:30

10日㈭

14日㈪ 五個荘支所　愛東支所　蒲生支所
　９:00～17:0015日㈫

16日㈬
～28日㈪

永源寺支所（＊１）　愛東支所　　能登川支所
五個荘支所　　　　湖東支所　　蒲生支所
　９:00～17:00

＊１　永源寺支所の２月28日は、鈴鹿の里コミュニ
　　 ティセンターのみで受付します

夜間申告

八日市文化芸術会館　18:00～20:00
　※ご注意ください。
　　・夜間だけの受付です。
　　・昼間の申告受付は各支所で行っています。

３
月

１日㈫
～15日㈫

八日市文化芸術会館
　９:00～17:00
※ご注意ください
　・他の会場での申告受付は行いません。
　・３月11日㈮は申告受付は行いません。

受付日
（土・日・祝日は除く） 会場・受付時間（12:00～13:00は除く）

１
月 31日㈪

アピアホール（ショッピングプラザアピア４階）

２
月

１日㈫
２日㈬
３日㈭

やわらぎホール（能登川支所隣）
４日㈮

７日㈪ あかね文化ホール（蒲生支所隣）

地域の指定はありません

地域の指定はありません

地域の指定はありません

いずれの会場も市内全地区の人が対象です

いずれの会場も市内全地区の人が対象です

申告に関するお問い合わせ、ご相談は下記まで
市民税課 　☎0748-24-5604　 0505-801-5604

　永源寺支所市民生活グループ 　☎0748-27-2183　 0505-801-2183
　五個荘支所市民生活グループ 　☎0748-48-7310　 0505-801-7310
　愛東支所市民生活グループ 　　☎0749-46-2261　 0505-801-2261
　湖東支所市民生活グループ 　　☎0749-45-3703　 0505-801-3703
　能登川支所市民生活課 　　　　☎0748-42-9912　 0505-801-9912
　蒲生支所市民生活課　　 　　　☎0748-55-4884　 0505-801-4884

申告会場変更
のお知らせ

昨年までの市役所別館
（旧勤労福祉会館）から
八日市文化芸術会館に
会場を変更しました。

※お間違えのないよう
　ご注意ください。

２/16～３/15の申告期間について

●各支所での申告受付は２月末までです
●３月の申告会場は八日市文化芸術会館です

会場によって受付日、受付時間が異なりますので
ご注意ください。
八日市文化芸術会館にはe-Tax用のパソコンを用
意しますので、ぜひご利用ください。
確定申告書の控えに税務署の収受印が必要な人
は、近江八幡税務署で申告してください。

土曜日の申告のご案内
３月５日㈯、３月12日㈯
受付時間：９:00～15:00
（※12:00～13:00は除く）

※例年、最
終週は特に
混雑します

平日はお休みが取れない！という人へ

受付時間：10:00～15:30
★年金所得・還付申告（医療費控除など）な
　ど簡易な申告の人を対象とした受付です。

税務署主催の申告相談です

確 定 申 告

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝申し込み　 ＝IP電話
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情報ステーション

情報ステーション

新成人のみなさんおめでとうございます

20歳からの国民年金
　日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納め
ることになっています。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気や
ケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたやあなた
の家族を守ってくれます。
　ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともあ
りますので、「あの時に…」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう。
　加入の手続きは、市役所の国民年金担当係または年金事務所へお尋ねください。
（20歳前に就職して厚生年金などに加入中の人は、加入手続きは不要です。）
　なお、学生や収入が少なく保険料の納付が困難な人の場合は、「学生納付特例」
や「若年者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、市役所
で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。

■国民年金の給付は、３種類の基礎年金があります

老齢基礎年金
65歳から生涯受けら
れます

障害基礎年金
病気やケガで障害の
状態になった人が受
けられます

遺族基礎年金
夫が亡くなったとき
に子のある妻または
子が受けられます

被保険者の種類 第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

対象者
20歳以上60歳未満の
自営業の人、農林漁業
の人、学生の人など

会社員、公務員など 第２号被保険者に扶
養されている配偶者

保険料
国民年金保険料
【定額】15,100円
（平成22年度）

厚生年金保険料率
　16.058％
（平成22年９月現在）
労使折半で保険料負担

被保険者本人は保険
料負担を要しない。配
偶者の加入している年
金の保険者が負担

国庫負担 基礎年金の国庫負担割合については、平成21年４月１日より、それ
までの１／３から１／２へ引き上げられました。

■年金手帳は大切に保管しましょう
　公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いら
れています。国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手
帳が交付され、加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。年
金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。

保険年金課 　☎0748-24-5631　 0505-801-5631

ご存じですか？
電子証明書等特別控除
　本人の電子署名と電子証明書を
付けて所得税の確定申告を申告
期限内にe-Tax（国税電子申告・
納税システム）で行うと、最高５千
円の所得税の税額控除が受けら
れます（平成19・20・21年の確定申
告でこの控除を受けた場合は受け
られません）。詳しくは下記ホーム
ページをご覧ください。
●「e-Tax」ホームページ
　 http://www.e-tax.nta.go.jp

近江八幡税務署　☎0748-33-3141
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　いじめや誘拐、虐待、性暴力などあら
ゆる暴力から子どもを守るために、私た
ち大人に何ができるのでしょうか？
　子どもたちの力を信じて、どのよう
に支えていくことができるのか、参加
型学習会で一緒に考えませんか？

開催日時 会場
１月15日㈯
14:00～16:00 永源寺公民館

１月28日㈮
10:40～12:40 玉緒小学校

２月６日㈰
10:00～12:00 蒲生公民館

２月15日㈫
10:00～12:00

市辺コミュニティ
センター

２月25日㈮
14:00～16:00 湖東みすまの館

３月３日㈭
14:00～16:00

南部コミュニティ
センター

各会場開催日の前日までに申し込
　んでください。

こども支援センター
　　☎0748-24-5663
　　 0505-802-3275
　　℻0748-23-7501

子どものＳＯＳを
　受け止めるために

「ＣＡＰプログラム
　おとなワークショップ」
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